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№101

青色申告会

青色申告会の元気企業

親子 二人三脚 で運営

主に相談業務を担当する佐々木健雄所長

　
新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、

な
か
な
か
晴
れ
や
か
な
気
分

に
な
れ
な
い
日
々
が
続
き
ま

す
。
で
も
新
年
度
は
始
ま
り

ま
し
た
。
一
昨
年
度
に
続
き
、

昨
年
度
も
思
う
よ
う
な
活
動

が
で
き
ず
、
予
定
し
て
い
ま

し
た
研
修
会
も
再
延
期
と
な

り
、
皆
様
も
が
っ
か
り
さ
れ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
新
年
度

の
活
動
予
定
の
一
つ
に
入
れ

た
い
と
思
い
ま
す
。

　
所
得
税
や
消
費
税
の
確
定

申
告
も
終
え
、
ほ
っ
と
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
昨
今

の
値
上
が
り
の
波
に
家
計
や

事
業
の
経
費
を
心
配
し
て
い

ま
す
。

　
こ
の
秋
か
ら
雇
用
保
険
料

の
料
率
も
上
が
る
よ
う
で
す
。

労
働
者
負
担
分
は
０
・
３
㌫

か
ら
０
・
５
㌫
に
変
更
と
な

り
ま
す
。
ま
た
、
健
康
保
険

料
と
介
護
保
険
料
の
料
率
は
、

３
月
分(

４
月
納
付
分)

か
ら

そ
れ
ぞ
れ
４
・
97
㌫
、
０
・

82
㌫
に
変
更
さ
れ
ま
す
。
従

業
員
さ
ん
の
給
料
計
算
時
に

は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　
新
年
度
が
始
ま
っ
た
こ
の

時
期
、
改
め
て
計
画
的
に
対

策
を
考
え
ね
ば
と
思
う
今
日

こ
の
頃
で
す
。
青
色
申
告
会

女
性
部
の
活
動
も
皆
様
と
情

報
交
換
な
ど
を
し
な
が
ら
進

め
て
い
き
た
い
で
す
ね
。
ア

イ
デ
ア
や
ご
意
見
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
I

【事業所のあらまし】
事業所名	 司法書士	ささきたけお事務所
代 表 者	 佐々木健雄
住 所	 境港市馬場崎町84
事業内容	 司法書士、行政書士、
	 簡裁訴訟代理関係業務
定 休 日	 土・日曜日、祝日
営業時間	 8：30～17：30
T E L	 0859-44-6130

インボイス制度

税務・会計
一口メモ

…37

　
今
回
は
、
司
法
書
士
さ
さ

き
た
け
お
事
務
所(

佐
々
木

健
雄
所
長)

を
訪
問
し
ま
し

た
。

　
ま
ず
は
昔
話
か
ら
。
佐
々

木
さ
ん
の
先
代
は
昭
和
の
時

代
、
境
港
で
映
画
館
を
経
営

し
て
お
り
、
小
学
生
の
佐
々

木
少
年
は
毎
日
の
よ
う
に
映

画
を
見
て
育
っ
た
そ
う
で
す
。

　
そ
れ
で
、
今
で
も
時
代
劇

や
洋
画
な
ど
の
映
画
鑑
賞
が

趣
味
だ
と
か
。
時
代
の
流
れ

で
閉
館
は
や
む
を
得
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
境
港
市
か
ら

映
画
館
が
な
く
な
っ
た
の
は

ち
ょ
っ
と
寂
し
い
で
す
ね
。

　
さ
て
、
佐
々
木
さ
ん
は
大

学
法
学
部
を
卒
業
後
、
大
阪

の
事
務
用
品
販
売
会
社
に
就

職
し
営
業
の
仕
事
に
従
事
し

て
い
ま
し
た
が
、
ふ
と
将
来

に
不
安
を
覚
え
退
職
し
て
し

ま
い
ま
す
。
　

　
そ
し
て
、
大
学
時
代
の
友

人
の
父
親
が
司
法
書
士
事
務

所
を
奈
良
県
で
開
業
し
て
お

り
、
そ
こ
か
ら
声
を
か
け
て

も
ら
っ
て
そ
の
事
務
所
に
就

職
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
司
法
書
士
が
ど
う

い
う
仕
事
を
し
て
い
る
の
か

知
ら
な
か
っ
た
そ
う
で
す
。

　
も
と
も
と
、
真
面
目
な
性

格
の
佐
々
木
さ
ん
は
、
そ
れ

か
ら
資
格
取
得
の
勉
強
に
励

み
、
１
９
７
３(

昭
和
48)

年

に
見
事
合
格
。
そ
し
て
、
結

婚
。
翌
年
に
は
境
港
で
開
業

の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
現

在
は
司
法
書
士
、
行
政
書
士
、

簡
裁
訴
訟
代
理
な
ど
、
関
係

業
務
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
司
法
書
士
の
仕
事
は
不
動

産
登
記
、
商
業
登
記
、
供
託
、

裁
判
事
務
や
関
連
す
る
法
律

相
談
で
す
。
相
続
や
土
地
の

売
買
で
不
動
産
の
所
有
者
が

変
更
と
な
っ
た
場
合
や
、
家

を
建
て
た
と
き
の
登
記
、
住

宅
ロ
ー
ン
利
用
時
の
抵
当
権

設
定
登
記
な
ど
が
一
般
の
人

た
ち
に
と
っ
て
の
身
近
な
業

務
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
認
知
症
な
ど
で
判

断
能
力
が
不
十
分
に
な
っ
た

人
の
財
産
を
保
護
す
る
た
め

の
成
年
後
見
制
度
に
は
、
司

法
書
士
会
が
い
ち
早
く
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。

　
事
務
所
は
息
子
の
公ひ

ろ
ゆ
き之
さ

ん
と
２
人
で
運
営
し
て
お
り
、

パ
ソ
コ
ン
は
公
之
さ
ん
の
担

当
と
の
こ
と
。
今
は
パ
ソ
コ

ン
で
文
書
作
成
を
し
た
り
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
登
記
情

報
を
収
集
す
る
な
ど
、
パ
ソ

コ
ン
で
ほ
と
ん
ど
の
業
務
を

行
っ
て
い
ま
す
。

　
佐
々
木
さ
ん
は
、
相
談
業

務
や
お
し
ゃ
べ
り
を
担
当
し
、

パ
ソ
コ
ン
を
触
ら
な
い
の
で
、

公
之
さ
ん
は
事
務
所
に
と
っ

て
大
事
な
戦
力
で
す
。

　「
境
港
で
も
空
き
家
や
、

所
有
者
の
は
っ
き
り
し
な
い

土
地
が
増
え
つ
つ
あ
る
」と

佐
々
木
さ
ん
。

　
所
有
者
不
明
の
土
地
が
発

生
し
な
い
よ
う
な
対
策
と
し

て
、
相
続
登
記
の
義
務
化
が

２
０
２
４(

令
和
６)

年
か
ら

予
定
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と

で
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
忙

し
く
な
り
そ
う
で
す
。
　
Y

境港青色申告会  青色ひろば

インターネットの基礎知識 ⑲

スマホの便利な使い方

　相変わらずこんな迷惑メールが届きます。
送信者がau/KDDIインフォメーションで「お
客様は1500万円当選しました。当選理由はこ
ちら」というタイトルです。
　しかし、よく確認したら、ドコモやソフト
バンクのアドレスです。これはないですよね。
メールなどで来た心当たりのないおいしい話
は、まずは疑ってください。差出人を見るだ
けでも偽物ってわかります。
　先日テレビで「すごい社長のスマホ活用術
(がっちりマンデー)」を見ました。以前この
コーナーでも紹介させていただいた「オーデ
ィオブック」を星野リゾートの社長が活用し
ていました。1.5倍速で本を流し聴き、いい本
であれば実際に購入して、読んでメモしてい
くそうです。
　さらに気になったのが、ラクスル(ネットで
印刷物を格安で販売する会社)の社長が使っ
ている「DeePL」という翻訳アプリです。私も
実際に使ってみたところ(普段はGoogle翻訳
を使っています)、この翻訳の精度は半端で
はありません。翻訳文章はおかしいところの
全くないレベルでした。
　もともとは海外の論文とか難しい文章を読
んだり、作ったりするように作られたアプリ
だそうで、難しい言い回しなども、場面にあ
った翻訳が出てきます。日常生活レベルなら
無料版で問題ありません。
　翻訳で思い出したのですが、LINEに公式
通訳があります。ご存知でしょうか。私が使
ったのは「LINE中国語通訳」で、何とか相手
と意思疎通ができました。ほかにも「英語」「韓
国語」があります。トークに入って、相手を
招待して会話スタートするだけで翻訳してく
れます。
　せっかくなので、LINEの新しい機能も紹
介します。「リマインくん」といいます。物忘
れしがちなこの頃、このリマインくんに伝え
るだけで大丈夫です。LINEの検索で、リマ
インくんと友達になるだけで機能が使えます。
　後でしなければいけないことや、約束、買
い物など、リマインくんに話しかける(手入力
もOK)だけで、通知してくれます。なかなか
便利ですよ。

　　　　PEGAZOU shop ぺガ蔵
　　　　佐々木 隆成

司法書士 ささきたけお事務所

新
年
度
の
ス
タ
ー
ト
に

女
性
部
だ
よ
り

北馬
場
崎
町
駅

下
ノ
川
二
号
公
園

境跨線橋

司法書士
ささきたけお事務所

　
消
費
税
は
、
２
０
２
３(

令

和
５)

年
10
月
１
日
か
ら
適

格
請
求
書
等
保
存
方
式(

イ

ン
ボ
イ
ス
方
式)

が
導
入
さ

れ
、
大
き
く
制
度
が
変
わ
り

ま
す
。

　
適
格
請
求
書
と
は
、
売
る

側
が
買
う
側
に
対
し「
正
確

な
適
用
税
率
や
消
費
税
額
な

ど
を
伝
え
る
た
め
の
手
段
」

で
あ
り
、
一
定
の
事
項
が
記

載
さ
れ
た
請
求
書
や
納
品
書

そ
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
に
類
す

る
書
類
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　
こ
の
方
式
の
導
入
後
、
課

税
事
業
者
が
仕
入
税
額
控
除

の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は

「
適
格
請
求
書
等
」の
保
存
が

必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
適

格
請
求
書
を
発
行
で
き
る
の

は
、
登
録
を
受
け
た
適
格
請

求
書
発
行
事
業
者
に
限
ら
れ

ま
す
。

　
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
導
入
後

は
、
適
格
請
求
書
発
行
事
業

者
以
外
か
ら
行
っ
た
仕
入
れ

な
ど
は
原
則
と
し
て
、
仕
入

税
額
控
除
が
認
め
ら
れ
ま
せ

ん
。
た
だ
し
、
２
０
２
９
年

９
月
30
日
ま
で
は
、
経
過
措

置
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
２
０
２
９
年
10
月
１
日
以

降
は
、
適
格
請
求
書
発
行
事

業
者
以
外
か
ら
の
仕
入
れ
に

つ
い
て
は
、
税
額
控
除
が
認

め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。
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